
８ 学校給食調理場における衛生管理のためのマニュアル等

学校給食衛生管理基準を遵守した安全で衛生的な学校給食の実施のために、学校給食衛生

管理基準を理解することが重要である。次のマニュアル等を効果的に活用して適切な作業や

研修等の実施を図り安全の確保に努めることが大切である。

次のマニュアル等はそれぞれ文部科学省ホームページ等からダウンロードできる。

⑴ 文部科学省発行

・学校給食調理場における手洗いマニュアル（平成２０年３月）

・調理場における洗浄・消毒マニュアル Ⅰ（平成２１年３月）

・調理場における洗浄・消毒マニュアル Ⅱ（平成２２年３月）

・調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル（平成２３年３月）

・学校給食調理従事者研修マニュアル（平成２４年３月）

・学校給食施設・設備の改善事例集（平成２５年３月）

⑵ 独立行政法人日本スポーツ振興センター発行

・学校給食衛生管理基準の解説―学校給食における食中毒防止の手引―（平成２３年３月）

⑵ 感染症の種類

感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１１４号）において、下表のとおり定義されている。

類 型 定 義 学校保健安全法による区分

一類

感染症

感染力、罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点

から見た危険性が極めて高い感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南

米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

第一種感染症

罹患した場合には、感染症法の規

定に基づいた措置がとられるこ

とになる。

（結核は第二種感染症）
二類

感染症

感染力、罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点

から見た危険性が高い感染症

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器

症候群（ＳＡＲＳ）、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１・

Ｈ７Ｎ９）、中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）

三類

感染症

感染力、罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点

から見た危険性は高くないが、特定の職業への就業に

よって感染症の集団発生を起こしうる感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チ

フス、パラチフス

第三種感染症

三類感染症のほか、五類感染症の

流行性角膜炎、急性出血性結膜炎

等その他の感染症が該当し、学校

教育活動を通じ、学校において流

行を拡げる可能性がある感染症

とされている。

四類

感染症

動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健

康に影響を与えるおそれのある感染症（人から人への

伝染はない。）

Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽（そ）、

鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１・

Ｈ７Ｎ９を除く。）、ボツリヌス症、マラリア、野兎

（と）病等

五類

感染症

国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果等に基

づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提

供・公開していくことによって、発生・まん延を防止

すべき感染症

インフルエンザ、ウイルス性肝炎、クリプトスポリジ

ウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染

症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感

染症、感染性胃腸炎（ノロウイルス等）、新型コロナ

ウイルス感染症等

第二種感染症

インフルエンザ、百日咳、麻しん、

流行性耳下腺炎、風しん、水痘、

咽頭結膜熱、結核等、飛沫感染す

るもので、幼児児童生徒の罹患が

多く、学校において流行を拡げる

可能性が高い感染症がここにま

とめられている。

新型インフルエンザ等感染症 第一種感染症

罹患した場合には、感染症法の規

定に基づいた措置がとられるこ

とになる。

指定感染症

新感染症

⑶ 学校給食における就業制限

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）において、次のような就業制限が定められている。

類 型 種 類
就 業 制 限

期 間 内 容

一類

感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米

出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 その病原体を保有しなく

なるまでの期間 飲食物の製

造、販売、調

整又は取り

扱いの際に

飲食物に直

接接触する

業務

二類

感染症

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、鳥インフ

ルエンザ（Ｈ５Ｎ１、Ｈ７Ｎ９）、中東呼吸器

症候群（ＭＥＲＳ）

その病原体を保有しなく

なるまでの期間又はその

症状が消失するまでの期

間

三類

感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、

腸チフス、パラチフス

その病原体を保有しなく

なるまでの期間
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